
奨励金を交付します。

この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金／重点支援

地方交付金を活用して実施される茨木市の物価高騰対策支援事業です。

令和８年１月１日～５月31日までに実施済又は

６月～９月の間に実施又は実施予定の事業所

事前登録で承認を受けた事業所のみ、本申請に

進むことができます。

１次事前登録の対象者又は10月～12月の間に

実施又は実施予定の事業所

従業員従業員の持続的な賃金の引上げを実施する中小企業等へ奨励金を交付します。

茨木市中小企業等

賃金引上げ奨励金

茨木市中小企業等

賃金引上げ奨励金

茨木市中小企業等

賃金引上げ奨励金

申請方法・申請期間

対象従業員・交付額等

申込フォーム及び申請書のダウンロード、その他詳細につきましては、

市ホームページ（下記QRコード）からご確認ください。

対象従業員(※)

対象賃金

賃上げ率・交付額

交付上限

基本給

2.5％以上・５万円／人

1.5％以上・３万円／人

正規雇用労働者

（役員、個人事業主本人を除く）

令和８年11月２日～

令和９年１月29日

令和8年6月１日～８月31日

令和8年７月１日～10月30日

令和8年９月15日～11月30日

●申込フォーム

●事前登録申請書を

　下記窓口へ提出

●郵送

●交付申請書を下記

　窓口へ提出

※令和８年６月１日時点で１年以上雇用されていること。

※事前登録は、先着順となります。予算額に達した場合は、申請期間終了日前に中止する場合があります。

茨木市ＨＰ

〒567－8505 茨木市駅前三丁目８番13号  茨木市役所本館８階

茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金事務局

時間給等

５％以上・５万円／人

３％以上・３万円／人

非正規雇用労働者

（週20時間以上勤務かつ
雇用保険加入者）

１事業者当たり10人分

１次事前登録

２次事前登録

１次本申請

２次本申請

申 請 期 間 申 請 方 法 備　　　　　考

奨励励金金金を交付します。
50万円
最
大50万円
最
大50万円
最
大

対象者

対象者

次のいずれかに該当するもの

❶市内に本社又は本店若しくは主たる事務所を有する

中小企業法人

❷市内に事業所を有する個人事業主

❸市内に主たる事業所のあるその他の法人

（常時使用する従業員の数が100人以下であること。）

市内事業所で業務に従事する正規雇用労働者と非正規雇用

労働者を対象に、令和８年１月１日から同年12月31日まで

に賃金の引上げを実施すること

※賃金の引上げは、賞与（勤務成績や経営状況などに応じて支給

されるもの）及び手当（住居手当、勤務手当、残業手当等）は含

みません。

交 付 対 象 者 対 象 要 件

窓口及び問合せ先

詳細は市HPをご確認ください

▲ ▲ ▲ ▲

072-655-9243
(月～金 8：45～17：15、土日祝除く)

５月下旬頃開設予定

の

開設までの期間は、茨木市産業振興課

(  072－620－1620)へお問合せください。


